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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成19年６月19日に提出した第11期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）有価証券報告書、及びその添付書類で

ある「第11回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正を要する箇所がありましたので、これを訂正するために有価

証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

２ 【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第１ 企業の概況 

５ 従業員の状況 

（１）提出会社の状況 

第２ 事業の状況 

１ 業績等の概要 

（３）キャッシュ・フローの状況 

第３ 設備の状況 

１ 設備投資等の概要 

３ 設備の新設、除却等の計画 

（１）重要な設備の新設等 

第４ 提出会社の状況 

５ 役員の状況 

６ コーポレート・ガバナンスの状況 

（２）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

第５ 経理の状況 

財務諸表等 

（３）その他 

訴訟リスクについて 

添付書類 「第11回定時株主総会招集ご通知」 

  



３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 

  

第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

５【従業員の状況】 

（１）提出会社の状況 

（訂正前） 

平成19年３月31日現在 

(注) １ 従業員数は、就業人員であります。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

  

（訂正後） 

平成19年３月31日現在 

(注) １ 従業員数は、就業人員であります。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

    ４ 従業員数は、業務拡大に伴う採用の増加により、最近１年間で10名増加しております。 

    

  

第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

（３）キャッシュ・フローの状況 

（訂正前） 

<略> 

当期における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、６億77百万円の収入となりました。その主な内訳は、増加要因として税引前当期純利益５億

46百万円、ソフトウェアの償却６億14百万円、売上債権の増加額４億52百万円、減少要因として未払金の減少額３億87百万円等であ

ります。 

<略> 

  

（訂正後） 

<略> 

当期における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、６億77百万円の収入となりました。その主な内訳は、増加要因として税引前当期純利益５億

46百万円、ソフトウェアの償却６億14百万円、減少要因として売上債権の増加額４億52百万円、未払金の減少額３億87百万円等であ

ります。 

<略> 

  

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

94 
〔11〕 

30.7 4.1 5,497,820 

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

94 
〔11〕 

30.7 4.1 5,497,820 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

（訂正前） 

 当期において実施した設備投資の総額は、1,770,556千円となりました。そのうち主な内容は、販売用ソフトウェア1,578,622千円

及び、社内使用ソフトウェア・プログラムの機能改良179,736千円であります。 

  

（訂正後） 

 当期において実施した設備投資の総額は、1,970,248千円となりました。そのうち主な内容は、販売用ソフトウェア1,578,622千円

及び、社内使用ソフトウェア・プログラムの機能改良179,736千円であります。 

  

  

３【設備の新設、除却等の計画】 

（１）重要な設備の新設等 

（訂正前） 

平成19年３月31日現在 

（注）1．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   2．完成後の増加能力につきましては、合理的な算出が困難なため、記載を省略しております。 

  

（訂正後） 

平成19年３月31日現在 

（注）1．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   2．完成後の増加能力につきましては、合理的な算出が困難なため、記載を省略しております。 

   3．「自己資金及び借入金」のうち自己資金には平成18年12月に行なった公募増資及び平成19年1月のオーバーアロットメント

による第三者割当増資による調達資金が含まれます。 

  

  

事業所名 
(所在地) 事業部門 設備の内容 

投資予定額 
資金調達方法 着手年月

完了予定 
年月 

完成後の
増加能力 総額 

(千円) 
既支払額

(千円) 
本社 

（東京都港区） ― 業務システム 337,676 －
自己資金及び借
入金 平成19年4月 平成20年3月 ― 

本社 
（東京都港区） ＥＣ ＥＣシステム 404,955 －

自己資金及び借
入金 平成19年4月 平成20年3月 ― 

事業所名 
(所在地) 事業部門 設備の内容 

投資予定額 
資金調達方法 着手年月

完了予定 
年月 

完成後の
増加能力 総額 

(千円) 
既支払額

(千円) 
本社 

（東京都港区） ― 業務システム 337,676 －
自己資金及び借
入金 平成19年4月 平成20年3月 ― 

本社 
（東京都港区） ＥＣ ＥＣシステム 404,955 －

自己資金及び借
入金 平成19年4月 平成20年3月 ― 



第４【提出会社の状況】 

５【役員の状況】 

（訂正前） 

<略> 

  

（訂正後） 

<略> 

  

  

６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

（２）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

（訂正前） 

⑪取締役の選任及び解任の決議要件 

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その

議決権の過半数をもって行なう旨定款に定めております。 

 また、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議

決権の3分の2以上をもって行なう旨定款に定めております。 

  

（訂正後） 

⑪取締役の選任及び解任の決議要件 

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その

議決権の過半数をもって行なう旨定款に定めております。なお、当社は、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款で定

めております。 

 また、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議

決権の3分の2以上をもって行なう旨定款に定めております。 

  

  

役名 職名 氏名 生年月日 略     歴 任期 
所有株式数

(株) 

<略>

取締役 

クリエイテ
ィブグルー
プ担当執行
役員 

森本 清明 昭和30年9月18日生

昭和53年4月

昭和58年10月

昭和61年4月 
平成9年6月 
平成11年9月 

株式会社リクルート入社

フリーランスデザイナー 
スターツ株式会社入社 
当社入社 
当社取締役就任（現任） 

(注)5 82

<略>

計 37,684 

役名 職名 氏名 生年月日 略     歴 任期 
所有株式数

(株) 

<略>

取締役 

クリエイテ
ィブグルー
プ ブラン
ド推進室担
当執行役員 

森本 清明 昭和30年9月18日生

昭和53年4月

昭和58年10月

昭和61年4月 
平成9年6月 
平成11年9月 

株式会社リクルート入社

フリーランスデザイナー 
スターツ株式会社入社 
当社入社 
当社取締役就任（現任） 

(注)5 82

<略>

計 37,684 



第５【経理の状況】 

【財務諸表等】 

（３）【その他】 

訴訟リスクについて 

（訂正前） 

カリフォルニア州法人であるサスティーン・インク（サスティーン社）は、平成17年１月23日に当社をカリフォルニア州の連邦地

方裁判所に提訴しました。提訴内容は、当社が、サスティーン社との間のソフトウェアライセンス契約に違反して第三者にサブライ

センスし、契約期間中の最低使用許諾料を支払わなかった等として、使用許諾料相当額約155万ドルを損害として請求してきたもので

す。これに対して、連邦地方裁判所は、平成17年12月20日に略式判決で、ライセンス契約解除後の使用許諾料についての損害賠償請

求を棄却、更に平成18年６月23日にライセンス契約解除前の使用許諾料請求に関しても、訴え取下げの合意に基づき、同請求を棄却

しました。サスティーン社は、平成18年７月21日に、連邦高等裁判所第9巡回区に、ライセンス契約解除後の使用許諾料相当額につい

てのみ第１審の棄却判決を控訴しました。当社は、サスティーン社に対して何ら損害賠償義務を負っていないと考えており、連邦地

方裁判所の判決が覆されることはないと考えておりますが、訴訟にはリスクが伴い、結果については、現時点で予測することは困難

です。 

  

（訂正後） 

カリフォルニア州法人であるサスティーン・インク（サスティーン社）は、平成17年１月27日に当社をカリフォルニア州の連邦地

方裁判所に提訴しました。提訴内容は、当社が、サスティーン社との間のソフトウェアライセンス契約に違反して第三者にサブライ

センスし、契約期間中の最低使用許諾料を支払わなかった等として、使用許諾料相当額約155万ドルを損害として請求してきたもので

す。これに対して、連邦地方裁判所は、平成17年12月20日に略式判決で、ライセンス契約解除後の使用許諾料についての損害賠償請

求を棄却、更に平成18年６月23日にライセンス契約解除前の使用許諾料請求に関しても、訴え取下げの合意に基づき、同請求を棄却

しました。サスティーン社は、平成18年７月21日に、連邦高等裁判所第9巡回区に、ライセンス契約解除後の使用許諾料相当額につい

てのみ第１審の棄却判決を控訴しました。当社は、サスティーン社に対して何ら損害賠償義務を負っていないと考えており、連邦地

方裁判所の判決が覆されることはないと考えておりますが、訴訟にはリスクが伴い、結果については、現時点で予測することは困難

です。 

  

  

添付書類 「第11回定時株主総会招集ご通知」 

事業報告（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで） 

Ⅰ.会社の現況に関する事項 

2.設備投資等の状況 

（訂正前） 

当期において実施した設備投資の総額は、17億58百万円となりました。そのうち主な内容は、販売用ソフトウェア・プログラムの

機能改良及び購入等に15億78百万円、社内使用ソフトウェアに１億75百万円となっております。 

  

（訂正後） 

当期において実施した設備投資の総額は、19億70百万円となりました。そのうち主な内容は、販売用ソフトウェア・プログラムの

機能改良及び購入等に15億78百万円、社内使用ソフトウェアに１億79百万円となっております。 
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